
　第１号 平成28（2016）年４月１日

平成２８（２０１６）年３月２２日に「ふらっと六瀬」（正式名称：六瀬総合センター）の竣工式を行い、業務を開始しました。

　

◇ご使用になれる日時

年末年始を除く　午前９時～午後１０時

◇お申込み

ご使用日の属する月の３カ月前の初日から

５日前まで（要事前申込）

半室

全室

全室

※ その他　　音響機器などの使用は別途料金が必要になります。

【多目的室（Ａ）】

【多目的室（Ｂ）】

多目的室のご使用について

７００円

定員
（人）

使用
形態

使用施設
使用区分および使用料（１時間当たり）

開館時間内・休館日

５００円

５００円

多目的室（Ａ）

多目的室（Ｂ） 50

開館時間内

１，０００円

50

100 １，４００円

７００円
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ふらっと六瀬では、

人権相談をはじめ、

生活・心配ごと相談を

実施しています。

六瀬総合センター

猪名川町六瀬総合センターは、人権啓発拠点施設（隣保館）、

町役場連絡所、地域コミュニティ施設、そして防災資機材の備

蓄及び災害発生時には避難所となる防災拠点施設などの複

合的な機能を有する施設です。

「ふらっと六瀬」の愛称で地域に親しまれる施設として、みなさ

まにご活用いただき、誰もが安心して暮らせるまちづくりに取り

組んでまいります。

人権啓発拠点の取り組み
人と人が豊かにつながり、人のぬくもりを感じる人権文化の

まちをめざし、人権教育・啓発活動を行います。

猪名川町役場 六瀬連絡所
住民票等の諸証明の交付、保険・医療等の各種申請受付

等を行います。

防災拠点の機能
防災資機材等の備蓄をはじめ、避難所機能として非常用発

電機や太陽光発電により、停電時も対応できる施設です。

人権啓発コーナー
少人数での人権学習も行うことができます。

図書や視聴覚教材（映像機器含）は、貸出可能です。

コミュニティ・スペース
日ごろの交流の場としてご利用ください。災害時には、多目的

室を含め避難所として利用します。

また、小さなお子さまにはキッズコーナーを設置しています。

【開館時間】

午前８時４５分～午後５時３０分

（土・日・祝日と年末年始を除く）
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